
Title 不當執行論
Sub Title On „ungerechtfertigter Vollstreckungsbetrieb"
Author 石川, 明(Ishikawa, Akira)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1961

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.34, No.7 (1961. 7) ,p.18- 38 

JaLC DOI
Abstract
Notes 論說
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19610715-0018

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


不
嘗
執
行
論

一
八

（
六
九
二
）

不
當
執
行
論

石

川

明

九八e七六五四三二一
序
　
　
諭

違
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
説
（
一
）

違
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
設
（
二
）

蓮
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
説
（
三
）

違
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
読
（
四
）

蓮
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
説
（
五
）

適
法
行
爲
に
墓
づ
く
損
害
賠
償
説
（
一
）

適
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
畿
（
二
）

結
　
　
論

序

論

　
一
　
實
髄
権
な
き
に
拘
ら
ず
適
式
な
執
行
が
な
さ
れ
た
場
合
不
當
利
得
の
返
還
請
求
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
常
然
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
加
え

て
、
違
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
講
求
穫
が
襲
生
す
る
か
否
か
は
問
題
と
さ
れ
る
。
學
読
の
大
勢
は
、
そ
の
理
論
的
根
擦
を
い
か
に
講
成
す
る



か
は
別
と
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
が
、
適
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
読
も
あ
る
。
本
稿
は
、
執
行
講
求
構
論
と
の
灘
蓮
に
お
い
て
こ
の
問
題

を
桧
討
し
よ
う
と
す
る
。

　
二
　
一
八
九
八
年
の
濁
逸
民
事
訴
訟
法
改
正
に
際
し
て
、
執
行
債
穂
者
が
假
の
債
務
名
義
に
基
づ
き
執
行
を
な
し
た
が
、
後
に
賞
該
復
務
名
義

が
取
清
さ
れ
た
場
合
、
債
権
者
の
故
意
過
失
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
債
槽
者
に
損
害
賠
償
義
務
を
嚢
生
せ
し
め
る
三
〇
二
條
W
項
、
六
〇
〇
條

璽
項
、
七
噌
七
條
匪
項
、
九
四
五
條
の
規
定
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
改
正
に
よ
つ
て
始
め
て
不
當
執
行
噌
般
の
理
論
構
成
が
問
題
と
さ
れ
る
に
至

つ
た
。
な
る
ほ
ど
前
掲
諸
條
の
規
定
す
る
假
の
債
務
名
義
に
基
づ
く
不
當
執
行
の
場
合
と
終
局
的
債
務
名
義
に
基
づ
く
不
雷
執
行
の
場
合
と
は
匹

別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
前
者
に
お
け
る
損
害
賠
償
責
任
は
無
過
失
の
危
瞼
責
任
で
あ
る
に
反
し
、
後
者
に
お
け
る
そ
れ
は
、
私
見
に
よ
れ

ば
、
不
法
行
爲
に
墓
づ
く
損
害
賠
償
責
任
で
あ
つ
て
故
意
過
失
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
違
法
性
に
そ
の
責
任
原
因
を
有
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
V

で
は
な
い
が
、
後
者
は
執
行
行
爲
の
違
法
性
に
そ
の
責
任
原
因
を
有
す
る
。
勿
論
こ
の
黙
學
読
上
雫
い
の
あ
る
鷹
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
費
任
原

因
を
何
に
求
め
る
か
と
い
う
問
題
と
、
こ
れ
ら
総
て
の
場
合
に
不
當
執
行
が
違
法
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
聞
題
と
は
別
個
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
例
え
ば
、
蟹
ぎ
ザ
O
》
頃
碇
◎
げ
O
肖
げ
O
尊
ご
冨
oo
O
『
麟
島
O
昌
晦
O
猛
層
静
国
唱
訟
一
〇
7
“
α
O
の
＜
O
一
緩
霞
Φ
三
登
目
磯
随
磯
髭
G
玄
範
①
量
ご
恵
蕊
岩
痢
Φ
羅
6
『
誌
笛
叫
雲
篁
赫
吋
§
藪
謬
、

　
　
膨
鯨
o
く
畠
冨
霞
Ω
旨
6
ロ
磯
o
睦
暢
幹
劇
㎝
論
．
保
全
虜
分
に
つ
い
て
、
蓮
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
蕊
を
と
る
の
は
、
吉
州
軟
授
、
保
全
慮
分
に
よ
る
損
害
賠
償
費
任

　
　
の
賭
問
懸
、
立
命
値
三
五
周
年
論
丈
集
、
法
経
編
、
二
九
蓋
頁
、
及
び
三
〇
三
…
憲
〇
四
頁
霧
照
。
印
ち
保
全
露
分
に
よ
る
損
害
賠
償
を
無
邊
失
賠
償
責
径
と
い

　
　
う
見
解
が
あ
る
が
、
か
く
申
請
人
の
負
揚
を
重
く
し
て
は
、
訴
訟
邊
砥
と
い
う
裁
剣
制
度
の
現
代
的
歓
賂
を
カ
パ
ー
す
る
た
め
に
充
分
活
規
さ
る
べ
津
保
会
扉
松

　
　
の
効
用
が
う
す
れ
る
が
故
に
政
策
的
理
由
か
ら
原
則
的
に
不
法
行
爲
資
任
と
し
、
違
法
・
故
意
過
失
を
必
憂
と
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
若
午
の
危
瞼
嚢
任
的
饗

　
　
素
を
加
味
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
に
お
い
て
は
直
接
鰯
係
が
な
い
の
で
こ
の
駄
に
は
ふ
れ
ず
に
お
く
ゆ

二
　
蓮
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
（
一
）

煽0昌

昌
り
9
ぎ
．

不
嘗
執
行
論

oo

書
ぼ
等
の
読
く
庭
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
主
張
は
一
致
し
な
い
。

い
ず
れ
も
抽
象
的
執
行
請
求
槽
既
に
基
づ

　
　
　
　
　
一
九
　
　
（
六
九
三
ゾ



　
　
　
不
嘗
執
行
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
　
（
六
九
四
）

き
實
饅
法
上
違
法
、
執
行
法
上
適
法
と
い
う
意
味
で
二
重
評
懐
の
可
能
性
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
原
困
は
国
毘
譲
蒔
に
あ
つ
て
は
賓
髄

法
訴
訟
法
封
立
二
元
観
に
求
め
ら
れ
、
O
o
ぎ
に
あ
つ
て
は
そ
れ
が
執
行
行
爲
中
に
執
行
法
上
の
執
行
行
爲
と
實
艘
法
上
の
實
饅
櫨
追
求
行
爲
と

を
匿
別
す
る
黙
に
求
め
ら
れ
、
O
P
言
ぎ
に
あ
つ
て
は
執
行
講
求
穫
の
相
封
槽
た
る
性
質
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
帥
ち
国
o
一
ζ
眞
は
實
髄
法
・
訴

訟
法
封
立
二
元
観
に
基
づ
き
公
法
上
の
執
行
請
求
構
は
私
法
上
の
請
求
構
の
存
否
と
は
全
く
無
關
係
で
、
む
し
ろ
そ
れ
は
債
務
名
義
の
存
在
の
み

を
前
提
と
す
る
．
從
つ
て
國
家
に
封
す
る
執
行
講
求
灌
の
適
法
な
行
使
は
私
法
上
の
請
求
穫
の
存
在
し
な
い
場
合
債
務
者
に
封
し
て
同
時
に
違
法

　
　
　
　
　
　
（
1
）

た
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
．
O
㊦
ぎ
は
訴
及
び
執
行
の
申
立
中
に
は
二
個
の
行
爲
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
一
つ
は
構
利
保
護
の
要
求
、
他

は
私
法
上
の
講
求
権
の
強
行
性
（
浮
塁
ぼ
磐
胃
ぎ
き
の
主
張
で
あ
る
。
前
看
の
適
法
性
及
び
効
力
は
私
法
上
請
求
櫨
の
存
否
と
は
全
く
關
係
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
．
か
く
て
不
當
執
行
行
爲
は
公
法
上
適
法
、
私
法
上
違
法
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
望
o
甘
は
い
う
。
債
櫨
者
の
債
務
名
義
に
基
づ
く
執

行
権
の
國
家
に
封
す
る
主
張
は
遽
法
な
行
爲
で
あ
る
が
、
債
務
者
に
封
し
て
は
同
時
に
違
法
に
な
る
。
そ
れ
は
執
行
申
立
中
に
O
o
浮
の
主
張
す

る
よ
う
に
二
個
の
行
爲
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
執
行
講
求
構
が
相
封
構
だ
か
ら
で
あ
る
。
法
は
そ
の
行
使
が
同
時
に
他
方
に
封
し
違

法
に
な
る
櫨
利
を
一
方
に
與
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
狩
猟
許
可
護
の
例
を
墨
げ
て
い
る
。
翻
ち
同
許
可
護
を
も
つ
者
が
、
他
人
の
狩
猟
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

侵
害
し
て
狩
猟
を
な
し
た
場
合
、
當
該
行
爲
は
公
法
上
適
法
な
る
も
私
法
上
違
法
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
二
　
〇
〇
置
9
ぜ
目
ζ
“
は
国
巴
一
訟
幹
0
9
び
の
見
解
を
二
様
に
解
繹
し
て
、
そ
の
各
々
に
つ
き
批
到
を
加
え
て
い
る
。

　
1
　
第
一
に
彼
等
の
所
謂
「
訴
訟
法
上
適
法
、
實
饅
法
上
不
當
な
執
行
」
を
、
公
法
上
適
法
、
私
法
上
違
法
と
い
う
意
味
に
理
解
し
て
、
こ
れ

　
　
　
　
（
5
）

を
批
判
す
る
．
帥
ち
同
一
の
行
爲
が
公
法
上
適
法
、
私
法
上
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
9
胃
す
急
に
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
全
法
秩

序
の
統
一
性
と
い
う
観
黙
か
ら
み
て
違
法
の
概
念
も
亦
統
一
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
定
の
行
爲
が
咽
定
部
分
の
法
規
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て

い
れ
ば
、
そ
れ
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
反
封
に
あ
る
槽
限
が
U
定
法
規
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
れ
ば
、
嘗
該
行
爲
は
そ
れ
が
他
人
の
構

利
を
侵
害
す
る
場
合
で
あ
つ
て
も
違
法
で
は
な
い
。
一
定
行
爲
へ
の
穫
限
を
興
え
る
許
容
規
定
は
違
法
性
阻
却
を
意
味
す
る
。
不
雷
執
行
の
問
題



に
こ
れ
を
あ
て
は
め
て
み
れ
ば
、
債
務
名
義
の
存
在
に
積
極
的
公
法
的
許
可
が
結
合
し
て
い
る
が
故
に
私
法
上
そ
の
構
利
行
使
は
違
法
た
り
得
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
Ω
o
置
臼
げ
目
ゆ
暮
の
批
到
は
同
一
一
個
の
行
爲
に
つ
き
二
重
評
便
の
可
能
性
を
否
定
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
O
o
ま
の
如
く
鳳
一
執
行
行
爲
中
に
公
法
上
並
び
に
私
法
上
の
二
個
の
行
爲
を
考
え
る
見
解
に
封
す
る
批
劃
に
は
そ
の
ま
ま
で

は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
O
o
＝
9
ザ
巨
9
は
、
確
か
に
一
個
の
行
爲
が
複
数
の
法
律
要
件
に
該
當
す
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
通
常
の
場
合
一

個
の
行
爲
が
偶
然
二
つ
の
法
律
要
件
に
該
當
す
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
O
o
皆
の
い
う
二
つ
の
機
能
が
密
接
不
可
分
概
念
必
然
的
に
結
合
し
て
い
る

の
と
は
異
る
。
概
念
必
然
的
に
二
つ
の
機
能
を
包
括
す
る
執
行
要
求
な
る
法
律
要
件
を
二
つ
の
法
律
要
件
に
わ
け
て
そ
れ
ぞ
れ
に
異
つ
た
許
償
を

奥
え
る
理
由
は
な
い
、
と
い
う
。
思
う
に
O
o
ぎ
が
執
行
行
爲
の
う
ち
に
二
個
の
行
爲
を
匠
別
し
て
考
え
た
の
は
、
ま
さ
に
當
該
不
當
執
行
行
爲

の
二
重
評
償
の
必
要
か
ら
で
あ
る
。
二
重
評
便
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
一
個
の
行
爲
に
二
つ
の
側
面
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
且
つ
一
個

の
行
爲
中
些
個
の
行
爲
を
認
め
る
こ
と
と
同
じ
意
味
を
も
つ
。
從
つ
て
Ω
o
＝
零
ぽ
目
一
魯
が
O
o
ぎ
の
反
論
の
可
能
性
を
封
じ
る
迄
も
な
く
、

そ
れ
を
二
重
評
偵
の
可
否
の
問
題
と
し
て
取
扱
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
2
　
い
ず
れ
に
せ
よ
国
o
一
一
三
幹
O
o
ぎ
の
見
解
を
翫
述
の
如
く
解
繹
し
た
の
で
は
Ω
o
一
留
魯
鼠
酔
の
前
提
た
る
不
當
執
行
行
爲
の
違
法
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
レ

論
鐙
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
爾
者
の
見
解
に
第
二
の
解
繹
を
與
え
て
こ
れ
を
批
到
し
て
い
る
。
帥
ち
不
嘗
執
行
行
爲
が
訴
訟
法
上

適
法
、
實
髄
法
上
違
法
と
い
う
命
題
は
、
不
當
執
行
行
爲
が
形
式
的
に
適
法
、
實
質
的
に
違
法
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
う
解
縄
が
こ
れ

で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
解
羅
の
も
つ
意
味
は
、
国
o
一
ぎ
戯
及
び
O
o
ま
の
見
解
に
お
い
て
、
爾
者
の
出
稜
黙
の
相
違
に
從
つ
で
異
る
。
出
㊦
一
ぎ
蒔

は
執
行
請
求
槽
を
具
饅
的
に
権
利
保
謹
講
求
椹
の
一
種
と
し
て
認
め
、
た
と
え
執
行
請
求
種
が
實
饅
的
請
求
構
の
た
め
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て

も
、
そ
れ
が
輩
に
訴
訟
上
債
務
名
義
の
存
在
に
の
み
條
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
黙
で
訴
訟
的
な
も
の
で
あ
り
、
實
醒
的
な
訴
権
と
は
こ
の
黙

で
異
る
。
そ
れ
は
純
形
式
的
に
條
件
づ
け
ら
れ
た
槽
利
で
あ
る
か
ら
そ
の
行
使
は
實
質
的
に
違
法
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
不
當
執
行
行
爲

が
同
時
に
形
式
的
に
適
法
、
實
質
的
に
違
法
た
り
う
る
と
い
う
命
題
は
、
悶
色
蕊
碕
の
執
行
請
求
権
論
よ
り
み
れ
ば
、
原
因
な
き
（
の
甘
0
8
甕
）

　
　
　
　
不
嘗
執
行
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

醐
二
　
　
（
六
九
五
）



　
　
　
不
賞
執
行
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
ニ
　
　
（
六
九
六
）

抽
象
櫨
の
行
使
が
問
題
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
国
亀
設
暁
が
こ
の
命
題
に
お
い
て
、
執
行
講
求
纏
の
そ
の
賞
鰻
的
原
因
（
3
噸

跨
）
帥
ち
實
燈
権
か
ら
の
形
式
的
獅
立
性
と
實
質
的
依
存
性
と
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
毘
三
碗
の
命
題
の
も
つ
か
か
る
意
味
に
封
し

て
Q
o
疑
8
だ
鼠
暮
は
、
弐
の
様
に
批
到
し
て
い
る
。
抽
象
的
に
條
件
づ
け
ら
れ
た
権
利
が
原
因
な
し
に
（
m
百
o
審
毯
）
行
使
さ
れ
る
場
合
そ

の
行
使
は
實
質
的
に
違
法
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
不
當
で
あ
る
。
む
し
ろ
實
質
的
原
因
な
き
抽
象
権
の
所
持
は
窮
極
的
に
違
法

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
反
し
抽
象
的
槽
利
の
行
使
は
、
そ
れ
が
原
因
な
き
場
合
で
あ
つ
て
も
形
式
的
並
び
に
實
質
的
に
賠
償
義
務
、
可
罰
牲
を

理
由
づ
け
る
が
如
き
違
法
行
爲
で
は
な
い
。
構
利
の
行
使
は
違
法
た
り
得
な
い
、
と
こ
の
よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
。
O
o
瀞
は
毘
亀
≦
蒔
と
そ
の

出
嚢
黙
を
異
に
す
る
。
彼
は
執
行
請
求
椛
を
訴
訟
關
係
よ
り
嚢
生
す
る
内
容
的
に
抽
象
的
な
権
利
！
例
え
ば
劃
決
請
求
権
・
訊
間
講
求
檀
ー
ー

と
事
實
上
同
じ
段
陵
に
置
く
。
即
ち
国
o
昌
意
碕
の
如
く
執
行
請
求
櫨
を
輩
に
形
式
的
に
の
み
な
ら
ず
實
質
的
に
も
私
的
講
求
檀
か
ら
解
放
し
て

い
る
し
、
内
容
的
に
も
公
法
上
の
執
行
槽
能
は
私
法
上
の
講
求
権
の
實
現
を
箪
に
目
的
と
す
る
に
す
ぎ
ず
内
容
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
執
行
権
限
は
實
髄
槽
の
憂
様
で
は
な
く
、
箪
に
立
法
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
た
實
鯉
檬
強
倒
實
現
の
公
的
手
段
で
あ
り
醒
家
の
執
行
行

爲
喚
起
の
手
段
で
あ
る
。
か
か
る
公
権
の
行
使
邸
ち
執
行
申
立
は
、
訴
の
申
立
と
同
様
に
榎
権
者
が
債
務
者
に
封
し
て
講
求
檬
を
主
張
・
追
求
・

實
現
す
る
形
式
で
あ
る
か
ら
、
不
當
執
行
の
場
合
執
行
要
求
は
形
式
的
に
適
法
、
賞
質
的
に
違
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
約
言
す
れ
ば
、
彼
に
あ

つ
て
は
、
不
當
執
行
行
爲
が
同
時
に
形
式
的
に
適
法
、
實
質
的
に
違
法
で
あ
る
と
い
う
命
題
は
、
形
式
的
並
び
に
費
質
的
に
私
的
講
求
椛
の
要
件

内
容
と
は
概
念
的
に
獅
立
し
て
い
る
執
行
槽
の
行
使
が
、
同
時
に
鴬
該
私
的
講
求
槽
の
行
使
の
形
式
を
示
す
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
こ
の
命
題
は
存
在
す
る
形
式
権
の
行
使
と
い
う
形
式
に
お
げ
る
不
存
在
の
實
質
槽
の
越
槽
に
そ
の
根
掠
を
も
つ
て
い
る
。
O
o
ま
の
命
麟
の

も
つ
か
か
る
意
味
に
つ
い
て
O
o
髭
9
冒
巨
含
は
以
下
の
批
劃
を
加
え
て
い
る
。
執
行
要
求
は
概
念
的
に
は
私
法
上
の
請
求
搬
の
存
在
と
は
猫
立

の
公
法
上
の
執
行
権
限
の
行
使
で
あ
り
、
そ
れ
は
私
法
上
の
請
求
構
の
實
現
を
目
的
と
す
る
に
過
ぎ
ず
内
容
と
し
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
執
行
嬰

求
は
概
念
的
に
は
請
求
槽
者
が
そ
の
賞
饅
槽
を
實
現
す
る
形
式
で
あ
る
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
蓋
し
執
行
要
求
が
同
時
に



私
法
上
の
蒲
求
権
の
實
現
を
概
念
的
に
内
容
と
し
且
つ
し
な
い
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
。
從
つ
て
執
行
要
求
を
内
容
、
要
件
上
賞
鰻
構
と
無

闘
係
な
執
行
槽
限
の
行
使
と
定
義
す
る
場
合
不
當
執
行
要
求
は
適
法
で
は
あ
る
が
違
法
で
あ
る
。
適
式
性
と
形
式
的
適
法
性
、
法
形
式
と
形
式
纏

と
の
誤
つ
た
混
同
が
O
①
尋
を
し
て
、
形
式
槽
X
の
行
使
は
概
念
的
に
實
質
檬
Y
の
行
使
の
形
式
た
り
5
る
と
信
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。
概
念
上

相
互
に
分
離
す
べ
き
、
從
つ
て
異
つ
た
到
断
の
封
象
と
な
る
法
律
要
件
（
形
式
的
公
法
的
執
行
権
の
行
使
と
實
質
的
私
法
的
請
求
権
の
行
使
）
を
婦
つ
の

法
律
要
件
（
執
行
申
立
）
中
に
概
念
的
に
統
輔
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
三
　
第
一
の
解
繹
及
び
そ
の
批
到
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
二
重
評
贋
の
問
題
を
ど
5
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
Q
o
峯
9
げ
躍
一
留
の
主
張
す

る
よ
う
に
同
一
一
個
の
行
爲
が
公
法
上
適
法
、
私
法
上
違
法
と
い
う
こ
と
は
鶴
竃
ぜ
凱
に
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
元
察
法
は
そ
れ
ぞ

れ
の
理
念
に
從
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
規
律
封
象
と
規
律
基
準
と
を
も
つ
。
各
々
の
法
撹
が
各
々
の
立
場
か
ら
異
つ
た
到
断
を
加
え
る
か
ら
と
い
つ
て

法
短
系
全
髄
か
ら
み
て
そ
れ
等
が
矛
盾
し
な
い
以
上
異
つ
て
い
て
よ
い
。
N
帥
＄
一
醤
昌
5
は
一
定
法
規
が
精
確
な
概
念
幾
定
を
輿
え
る
こ
と
な
く

「
違
法
行
爲
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
場
合
（
傍
え
ぱ
獅
逸
民
塗
三
七
條
）
、
法
規
は
そ
の
根
源
的
（
統
一
的
）
意
味
に
お
い
て
そ
れ
を
使
屠
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
ぜ

て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
こ
の
顯
に
統
一
的
違
法
性
概
念
を
考
え
る
一
つ
の
實
盆
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
か
か
る
場
合
も
そ
の
概

念
規
定
は
當
該
法
規
の
規
定
目
的
と
の
闘
係
に
お
け
る
解
繹
か
ら
で
て
く
る
の
で
あ
つ
て
、
敢
て
統
一
的
意
味
に
お
け
る
違
法
性
を
考
え
る
必
饗

は
な
い
。
統
一
的
意
味
に
お
け
る
違
法
性
が
そ
も
そ
も
い
か
な
る
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
確
で
あ
る
し
、
そ
れ
が
一
定
の
内
容
を
も

つ
も
の
と
し
て
も
、
特
定
の
規
定
に
お
け
る
違
法
性
の
機
念
が
そ
れ
に
該
當
す
る
や
否
や
は
當
該
規
定
の
解
縄
か
ら
決
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
．

從
つ
て
一
概
に
か
か
る
場
合
の
総
て
に
統
一
的
意
味
に
お
け
る
違
法
性
が
意
味
さ
れ
て
い
る
と
い
5
こ
と
は
で
き
な
い
。
譲
8
一
暑
惨
は
違
法
姓

の
概
念
は
統
一
的
で
あ
る
が
法
律
効
果
畿
生
の
要
件
は
各
法
規
の
追
求
す
る
鼠
的
に
從
つ
て
異
る
か
ら
、
法
律
効
果
は
同
一
め
違
法
行
爲
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
も
各
法
部
門
に
お
い
て
異
り
う
る
、
と
い
う
。
し
か
し
効
果
と
い
う
現
象
的
問
題
と
の
開
蓮
な
し
に
唯
抽
象
的
に
一
定
行
爲
に
逡
法
、
違
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

評
便
を
與
え
る
こ
と
は
大
凡
意
味
が
な
い
。
よ
く
ひ
か
れ
る
例
を
華
げ
て
み
よ
う
。
土
地
用
盆
権
者
が
建
築
法
上
の
許
可
な
し
に
周
餐
地
上
に
建

　
　
　
　
不
雪
覇
行
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
（
六
九
七
）



　
　
　
不
嘗
執
行
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
（
六
九
八
）

築
を
な
し
た
場
合
當
該
建
築
は
公
法
上
違
法
で
あ
る
が
私
法
上
所
有
構
者
と
の
關
係
で
通
常
の
場
合
適
法
な
用
盆
槽
の
行
使
で
あ
る
。
腺
富
一
，

目薗茸

の
論
法
を
も
つ
て
す
れ
ぱ
、
公
法
上
か
か
る
行
爲
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
故
に
私
法
上
も
違
法
で
あ
る
が
、
私
法
上
か
か
る
違
法
は
何
の

効
果
を
も
褒
生
せ
し
め
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
二
つ
の
評
債
が
相
互
に
猫
立
に
成
立
つ
と
考
え
る
方
が
適
切
で
あ
る
。
更
に
例
え
ば
自
己

の
所
有
物
の
損
壊
に
よ
り
用
盆
穫
者
の
用
盆
権
を
侵
害
す
る
が
如
き
場
合
は
、
所
有
椹
の
行
使
と
し
て
は
適
法
、
第
三
者
の
用
盆
槽
の
侵
害
と
し

て
は
違
法
と
い
う
二
重
評
便
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
が
姜
當
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
用
盆
穫
が
存
在
す
る
場
合
そ
の
程
度
で
所
有
槽
は
そ
の
内

容
が
限
定
さ
れ
て
い
る
が
故
に
か
か
る
行
爲
は
そ
も
そ
も
違
法
で
あ
り
、
二
重
評
便
の
可
能
性
が
な
い
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
か
。
o
p
審
ぼ
の

指
摘
し
た
狩
邊
の
例
警
そ
毫
嘉
ど
れ
に
つ
い
て
。
・
灘
及
び
浮
冨
臨
は
盗
よ
乏
糞
し
て
い
る
．
の
諄
の
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

は
構
限
と
穫
利
の
混
同
で
あ
る
。
狩
猟
詐
可
護
の
所
持
は
狩
猟
の
穫
限
を
與
え
る
も
の
に
過
ぎ
ず
狩
猟
が
假
り
に
網
で
な
さ
れ
る
場
合
具
鯉
的
に

違
法
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
例
で
は
行
爲
の
相
手
方
が
問
題
な
の
で
は
な
い
ム
霊
診
は
行
爲
の
相
手
方
を
間
題
と
す
る
相
封

権
の
考
え
方
を
と
る
i
。
蓋
し
二
つ
の
評
贋
は
共
に
國
家
に
封
し
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
行
爲
は
狩
猟
椹
が
侵
害
さ
れ

た
場
合
と
同
様
に
違
法
な
め
で
あ
る
と
。
し
か
し
こ
の
ヶ
ー
ス
と
ω
言
『
の
例
示
す
る
狩
猟
穫
侵
害
の
場
合
と
は
各
々
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
。

前
者
に
あ
つ
て
は
狩
猟
法
上
及
び
刑
法
上
の
違
法
が
統
、
一
的
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
後
者
に
あ
つ
て
は
私
法
上
の
狩
猟
椹
が
侵
害
さ
れ
る

か
否
か
は
狩
猟
法
の
關
心
外
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
從
つ
て
爾
者
の
評
債
は
各
別
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
二
重
評
慣
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
と

い
え
よ
う
。
留
β
曾
に
よ
れ
ば
同
一
一
個
の
行
爲
は
常
に
適
法
又
は
違
法
の
い
ず
れ
か
一
方
で
し
か
な
い
。
評
便
は
窮
極
に
お
い
て
常
に
勿
論
國

家
と
の
關
係
で
な
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
た
と
え
私
法
に
限
定
さ
れ
る
評
債
で
あ
つ
て
も
國
家
帥
ち
法
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い

つ
て
総
て
の
法
領
域
に
お
け
る
二
重
評
債
の
可
能
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
ω
言
置
の
指
摘
す
る
例
に
お
い
て
狩
猟
許
可
謹
は
確
か
に
椹
限
乃

至
一
般
的
許
容
性
を
與
え
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
つ
て
當
該
狩
猟
行
爲
が
狩
猟
穫
を
侵
害
し
た
場
合
に
、
私
法
・
狩
猟
法
の
匿
別
な
し
に

統
一
的
に
違
法
と
い
つ
て
み
た
庭
で
、
そ
の
建
法
は
狩
猟
法
上
何
の
意
味
も
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
評
債
を
な
す
主
髄
と
評
慣
の
封
象
た



る
法
律
關
係
の
主
髄
と
は
匝
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
留
q
霞
の
見
解
に
は
こ
の
勲
の
混
同
に
基
づ
く
誤
解
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

　
統
一
的
評
債
が
な
さ
れ
う
る
や
否
や
は
、
當
該
法
規
の
理
念
乃
至
目
的
に
よ
り
決
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
統
一
評
債
の
必
要
は
蝉
富
一
塁
目
ど

国
＆
β
鱒
O
o
匡
零
げ
目
置
“
留
昌
臼
・
国
竃
蓼
撃
国
8
冨
昌
含
噸
閃
臼
嘗
即
旨
酔
の
い
う
よ
う
に
総
て
の
場
合
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
逆
に
咽
方
の
評
債
が
他
方
の
評
債
を
播
取
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
統
一
的
評
債
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
執
行
制
度
の

目
的
及
び
抽
象
的
執
行
講
求
椹
読
の
正
當
性
に
つ
い
て
は
別
稿
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
か
ら
、
不
當
執
行
の
場
合
二
重
評
慣
の
可
能
性
を
認
め
る

こ
と
が
正
當
で
あ
る
。

　
第
二
の
解
繹
に
お
け
る
国
o
一
署
骨
の
見
解
に
封
す
る
O
o
疑
詔
冒
且
騨
の
批
到
も
亦
正
當
で
は
な
い
。
蓋
し
そ
の
所
持
が
違
法
な
穫
利
は
そ

の
行
使
も
違
法
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
構
利
の
行
使
は
適
法
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
前
提
に
問
題
が
あ
る
。
そ
の
所
持
が
實
燈
的
に
違
法

と
評
債
さ
れ
た
穫
利
の
行
使
は
違
法
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
O
o
一
留
9
目
凶
暮
の
批
到
は
元
來
異
つ
た
次
元
に
あ
る
二
個
の
評
債
を
一
つ
の
攻
元

に
統
一
し
よ
う
と
す
る
黙
に
誤
り
が
あ
る
。
こ
の
黙
で
は
韻
o
一
署
碍
の
見
解
が
正
當
で
あ
る
。
第
二
の
解
繹
に
お
け
る
O
o
皆
の
見
解
に
封
す

る
O
O
一
留
o
冒
巨
酔
の
批
到
も
亦
正
當
で
は
な
い
。
元
來
原
因
關
係
と
形
式
關
係
で
評
慣
が
異
り
う
る
か
否
か
の
問
題
も
、
二
重
評
債
の
可
否
の

問
題
に
か
か
る
。
そ
れ
が
原
因
・
形
式
と
い
う
二
つ
の
封
立
す
る
關
係
で
あ
れ
、
或
い
は
實
髄
・
執
行
と
い
う
二
つ
の
封
立
す
る
關
係
で
あ
れ
、

二
重
評
償
の
可
否
の
問
題
は
い
ず
れ
の
關
係
に
も
愛
當
す
る
の
で
あ
る
。

　
m
器
臼
は
ω
＄
ぼ
の
見
解
を
許
可
（
§
巌
琶
嗅
0
5
と
理
由
具
備
（
浮
磐
酵
号
昏
簿
）
．
一
般
的
適
法
と
具
盤
的
適
法
、
構
限
（
ご
①
注
磐
芭

と
槽
利
（
犀
o
。
騨
）
と
の
混
同
で
あ
る
、
と
評
し
て
い
る
。
帥
ち
聾
o
営
の
所
謂
抽
象
的
執
行
請
求
穫
は
穫
限
で
あ
つ
て
構
利
で
は
な
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
齋
藤
敏
授
も
留
賃
3
が
構
利
と
権
能
と
の
混
同
を
指
摘
す
る
黙
で
は
結
果
的
に
は
賛
同
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
狩
猛
冤
許
の
例
に

お
い
て
は
確
か
に
そ
れ
が
槽
限
を
興
え
る
も
の
或
い
は
齋
藤
教
授
の
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
警
察
禁
止
の
解
除
を
意
味
し
、
椹
利
を
輿
え
る
も
の
で

は
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
一
定
の
狩
猟
行
爲
に
つ
き
私
法
上
並
び
に
公
法
上
の
評
債
が
統
一
的
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

　
　
　
　
不
嘗
執
行
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
（
六
九
九
）



　
　
　
不
嘗
執
行
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
（
七
〇
〇
）

と
い
う
理
由
は
な
い
。
蓋
し
公
法
上
の
構
限
の
付
與
が
こ
の
場
合
私
法
上
の
穂
利
の
存
否
を
全
く
闘
心
の
外
に
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
亦
更

に
狩
獲
冤
詐
は
樺
能
の
付
與
乃
至
は
警
察
禁
止
の
解
除
で
あ
る
と
批
到
し
、
そ
の
批
剣
を
そ
の
ま
ま
執
行
請
求
権
の
場
合
に
も
鑑
用
せ
し
め
る
こ

と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
執
行
請
求
権
は
槽
利
に
非
ず
し
て
権
能
な
り
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
疑
問
で
あ
る
と
思

う
〇　

四
　
以
上
論
じ
た
如
く
属
①
一
一
ヨ
幹
0
9
プ
o
o
言
『
の
見
解
は
二
重
評
債
を
肯
定
す
る
霜
で
正
當
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
見
解
の
鉄
黙
は
二
重

評
便
の
可
能
性
を
肯
定
し
た
黙
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
執
行
法
上
の
評
便
基
準
と
し
て
違
法
・
適
法
な
る
基
準
を
取
上
げ
た
黙
に
あ
る
。

帥
ち
不
當
執
行
行
爲
は
執
行
法
上
蓬
法
（
器
魯
宏
彰
麟
器
茜
）
i
ー
適
法
（
鐘
一
鍛
田
蒔
）
で
は
な
い
ー
ー
實
髄
法
上
違
法
で
あ
る
、
と
す
る
黙
で
あ
る
。

（
1
）
　
国
o
員
笥
骨
℃
｝
言
昌
o
『
F
国
富
0
蒐
話
9
酔
り
¢
に
O
℃
お
蝉
胡
霧
o
目
蝦
●
警
三
〇
『
寓
く
①
切
o
瞬
器
蕊
弩
昌
瞬
侮
霞
国
o
呂
宏
瞠
旨
ヰ
噛
O慶
・
5
国
富
瞬
肖
8
詳

　
F
屡
印
の
目
α
騎
嵩
o
冒
評
o
器
り
ψ
帥
⑳
埼
．

（
2
）
O
¢
量
図
零
ザ
苔
。
匿
註
冨
鳴
言
害
鐸
・
ぎ
眉
慧
。
富
冨
鼠
銭
磐
お
Oロ
』
。
。
。

（
3
）
聾
①
貫
O
け
冒
島
冨
鷺
亭
ψ
崖
馳

（
4
）
O
o
宣
臼
ザ
目
箆
“
q
目
碕
窪
8
騨
輪
霞
寓
讐
8
＜
o
H
冨
訂
g
冒
旨
噛
冨
訂
一
書
噸
ゆ
応
0
9
。
。
●

（
5
）
扇
o
置
9
ぴ
目
箆
計
m
●
鉾
O
．
り
Oo
．
O
願

（
6
）
　
O
o
一
侮
看
o
o
『
B
一
住
“
鉾
鉾
O
‘
Oo
●
誤
矯
．

（
7
）
　
凶
詳
O
一
日
90
”
劇
＞
塁
8
匡
召
ゆ
島
O
同
胡
一
轟
O
胃
O
o
冒
菖
甘
『
冒
9
“
餌
O
吋
国
“
●
ψ
お
．

（
8
）
　
曽
帥
⑦
一
目
欝
、
9
●
凶
。
O
●
噂
ψ
一
ド

（
9
）
　
O
o
匡
器
ぽ
β
箆
砕
は
二
重
評
債
の
可
能
性
を
否
定
す
る
一
つ
の
論
撮
と
し
て
衣
の
檬
に
い
う
。
執
行
行
爲
の
可
罰
性
が
問
題
と
さ
れ
る
揚
合
二
重
詐
償
の
可

　
能
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
帥
ち
可
罰
行
爲
の
蓮
法
性
は
公
法
叉
は
私
法
い
ず
れ
の
法
規
に
よ
り
定
る
の
か
問
題
で
あ
る
し
、
む
し
ろ
統
一
的
に
外

　
刑
法
法
規
の
総
盟
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
O
o
一
塗
9
目
監
“
鉾
鉾
9
り
¢
一
一
●
第
一
に
不
當
執
行
行
爲
の
可
罰
性
を
考
え
る
こ

　
と
自
髄
に
問
題
が
あ
る
が
、
こ
の
鮎
は
別
に
し
て
も
、
第
二
に
こ
の
こ
と
は
二
重
評
領
否
定
の
根
振
に
は
な
ら
な
い
。
蓋
し
こ
の
場
合
刑
法
的
詐
偵
が
問
題
に
な

　
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
財
産
罪
た
る
性
絡
か
ら
刑
法
的
詳
債
に
私
法
的
評
個
が
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。



（
1
0
）
　
の
曽
躍
o
ン
O
弓
蔭
ロ
亀
p
O
亀
O
胃
鵠
＞
g
自
。
℃
Oo
。
器
評

（
皿
）
　
電
筒
8
げ
O
サ
男
駐
o
冒
霞
げ
o
捷
㊤
。
鐸
O
‘
幹
㎝
oo

●

（
1
2
）
　
ω
言
甘
の
い
う
狩
獲
謹
の
付
奥
は
の
口
G
雪
の
い
5
よ
う
に
纏
限
の
付
與
と
考
え
ら
れ
る
。

　
彼
の
見
解
は
委
當
で
は
な
い
。

こ
れ
を
純
粋
に
権
利
性
の
あ
る
執
行
請
求
権
と
封
比
し
た
鮎
で

三
　
違
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
読
（
二
）

　
O
o
疑
臼
巨
凶
黛
は
、
前
章
に
お
い
て
紹
介
し
た
よ
う
に
国
Φ
目
慧
幹
O
o
ま
等
抽
象
的
執
行
講
求
穫
読
に
基
づ
く
不
當
執
行
論
を
批
到
し
た
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

自
ら
は
具
盟
的
執
行
講
求
櫨
詮
の
立
場
か
ら
亥
の
榛
な
結
論
を
導
く
。
訴
訟
法
に
適
つ
て
い
る
が
實
盤
的
に
不
當
な
執
行
は
、
そ
れ
が
公
法
上
適

式
で
あ
る
が
櫨
限
な
き
（
毒
冨
話
魯
窪
暮
）
が
故
に
私
法
上
違
法
で
あ
る
。
國
家
の
不
當
執
行
行
爲
も
亦
槽
限
な
く
且
つ
違
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
反

し
執
行
命
令
に
封
し
て
無
條
件
の
服
從
義
務
が
あ
る
執
行
機
關
の
執
行
行
爲
は
適
法
で
あ
る
。
國
家
の
甘
g
慶
o
×
8
賃
窪
臼
の
欲
け
る
場
合
に
も

國
家
の
甘
の
賃
o
鶏
該
o
邑
ロ
は
存
在
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
次
の
諸
黙
で
疑
間
が
あ
る
。
①
先
ず
第
一
に
具
饅
的
執
行
講
求
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

読
を
と
り
、
二
重
評
債
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
顯
問
題
が
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
正
當
な
ら
ざ
る
所
以
は
別
稿
並
び
に
本
稿
に
お
い
て
既
に

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
③
第
二
に
同
U
一
個
の
執
行
行
爲
中
、
國
家
の
執
行
行
爲
と
執
行
機
關
の
執
行
行
爲
と
を
分
け
雨
者
に
異
つ
た
評
便
を
與

え
る
黙
問
題
が
あ
る
。
帥
ち
既
に
述
べ
た
如
く
、
元
來
不
可
分
の
一
個
の
國
家
行
爲
を
二
分
す
る
こ
と
は
、
O
o
匡
零
冒
昆
留
自
身
O
①
一
げ
批
剣
に

お
い
て
そ
の
訣
黙
と
し
て
指
摘
し
た
誤
り
を
犯
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
更
に
統
一
評
慣
の
可
能
性
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
同
一
一
個
の
行
爲
を
二
分
し

て
そ
の
各
々
に
別
個
の
評
慣
を
與
え
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
二
重
評
債
の
可
能
性
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。
“
③
第
三
に
國
家
並
び

に
債
権
者
の
執
行
行
爲
に
執
行
法
上
違
法
（
話
昌
毬
註
身
茜
）
と
い
う
評
贋
が
成
立
た
な
い
こ
と
は
後
に
述
べ
る
虚
で
あ
る
が
、
も
し
假
り
に
そ
れ

が
成
立
つ
た
と
し
た
場
合
、
か
か
る
評
贋
は
一
髄
何
の
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
損
害
賠
償
の
問
題
は
元
來
實
燈
法
の
問
題
で
あ
る
か
ら

　
　
　
　
不
當
執
行
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
七
　
　
（
七
〇
一
）



　
　
　
不
嘗
執
行
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
（
七
〇
二
）

實
鰻
法
上
の
違
法
評
債
を
必
要
と
し
、
訴
訟
法
に
お
け
る
違
法
評
慣
を
必
要
と
し
な
い
。
講
求
異
議
訴
訟
の
原
因
も
訴
訟
法
上
の
違
法
性
で
は
な

く
執
行
の
基
礎
た
る
實
饅
権
の
不
存
在
又
は
期
限
の
猫
豫
と
考
え
れ
ば
足
り
よ
う
。
敢
え
て
執
行
法
上
の
違
法
性
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。
㈲
最

後
に
、
O
o
冨
9
だ
昆
き
は
國
家
の
不
當
執
行
行
爲
は
違
法
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
國
家
の
執
行
行
爲
の
も
2
ぢ
の
側
面
を
理
解
し
な
い
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

解
で
あ
る
。
我
々
は
閂
冨
魯
o
￥
累
9
ぎ
旨
9
の
主
張
す
る
如
く
、
國
家
の
執
行
行
爲
（
馨
鋸
窪
o
冨
く
o
宏
畦
o
舞
巨
鴨
鼠
窪
要
o
諺
と
債
槽
者
の

執
行
追
行
行
爲
（
＜
o
瑳
嘗
零
ざ
躍
魯
o
窪
魯
）
と
を
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
爾
者
を
混
同
す
る
塵
に
Ω
o
＝
詔
け
巨
麟
騨
の
理
論
の
混
迷
の
一

因
が
存
す
る
。
帥
ち
前
者
に
つ
い
て
は
實
饅
的
評
債
が
成
立
し
な
い
。
從
つ
て
こ
れ
に
つ
い
て
訴
訟
法
上
違
法
と
い
う
な
ら
と
に
か
く
、
私
法
上

そ
れ
が
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
私
法
並
び
に
執
行
法
の
爾
面
か
ら
す
る
二
つ
の
評
債
が
成
立
つ
の
は
賓
は
後
者
に

の
み
つ
い
て
な
の
で
あ
る
。
後
者
が
私
法
上
違
法
と
い
う
評
債
を
う
け
う
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
O
O
一
島
馳
O
ピ
β
一
轟
“
P
・
鉾
O
‘
ω
●
刈
oo

．

　
ハ
2
）
　
拙
稿
、
執
行
請
求
椹
論
、
本
誌
三
四
巻
六
號
二
三
頁
以
下
。

　
（
3
）
田
9
冨
雫
国
8
冨
旨
o
騨
9
●
薗
●
O
弓
O駐
。
日
論
●

四
　
蓮
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
読
（
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

　
冨
瞬
o
島
o
浮
の
中
間
的
執
行
講
求
穫
読
か
ら
は
、
次
の
如
き
不
當
執
行
論
が
締
結
さ
れ
よ
う
。
即
ち
彼
に
よ
れ
ば
債
務
名
義
の
み
を
要
件
と
す

、
る
執
行
の
外
的
穫
限
と
共
に
債
務
名
義
並
び
に
實
饅
的
請
求
椹
を
要
件
と
す
る
具
饅
的
執
行
講
求
穫
と
の
二
つ
が
認
め
ら
れ
る
。
具
饅
的
執
行
講

求
穫
と
實
饅
的
講
求
種
と
の
間
で
統
一
評
便
の
必
要
が
認
め
ら
れ
、
次
に
具
盟
的
執
行
講
求
権
乃
至
は
實
饅
的
講
求
構
と
抽
象
的
執
行
講
求
権

（
外
的
権
限
）
と
の
間
に
二
重
評
債
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
原
因
と
形
式
の
關
係
で
あ
り
、
抽
象
的
執
行
請
求
椹
と
實
饅
槽
と

の
關
係
に
観
黙
を
限
定
す
れ
ば
、
執
行
法
と
實
禮
法
と
に
よ
る
二
重
評
慣
の
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
て
不
當
執
行
行
爲



は
執
行
法
上
適
法
に
し
て
違
法
、
實
髄
法
上
違
法
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
ご
β
窪
げ
o
浮
の
執
行
講
求
権
論
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
別
稿
に
お
い
て
述
べ
た
慶
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
齢
結
さ
れ
る
不
當
執
行
論
も
亦
誤
つ

た
前
提
の
範
図
内
で
委
當
性
を
訣
く
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
帥
ち
具
饅
的
執
行
講
求
灌
を
認
め
る
限
り
に
お
い
て
、
當
該
執
行
行
爲
の
執

行
法
上
の
違
法
性
が
露
結
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
評
便
は
O
o
置
9
ザ
巳
砦
読
批
鋼
に
述
べ
た
様
に
凡
そ
意
味
が
な
い
。
執
行
法
上
適

法
違
法
の
評
償
が
成
立
た
な
い
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
執
行
法
上
違
法
と
い
う
評
慣
は
一
饅
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　（1

）
　
拙
稿
、
前
揚
諭
丈
、
三
九
頁
以
下
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
蓮
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
読
（
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

田
8
冨
学
累
9
ぎ
旨
9
は
次
の
様
に
読
く
。
先
ず
第
一
に
二
重
評
便
の
可
能
性
を
否
定
し
、
望
o
ぎ
の
見
解
を
ω
塁
曾
と
共
に
構
利
と
穫
限

と
の
混
同
で
あ
る
と
し
、
更
に
国
暮
爵
巨
暫
昌
昌
の
見
解
を
効
力
と
適
法
性
と
の
混
同
で
あ
る
と
批
鋼
し
た
こ
と
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
立

場
に
立
ち
、
次
の
如
く
自
読
を
展
開
す
る
。
裁
到
櫨
執
行
穫
の
行
使
は
國
家
に
内
在
す
る
義
務
に
由
來
し
、
こ
の
義
務
は
國
民
が
國
家
行
爲
を
要

求
し
、
そ
の
爲
の
要
件
が
具
備
す
れ
ぱ
具
饅
化
す
る
。
債
務
名
義
は
こ
の
要
件
で
あ
つ
て
．
債
穫
者
に
強
制
執
行
の
可
能
性
を
與
え
る
。
實
短
檬

の
存
在
は
要
件
で
は
な
い
。
し
か
し
債
穫
者
・
債
務
者
・
第
三
者
は
國
家
に
封
し
槽
利
は
も
た
な
い
。
猫
逸
民
訴
法
七
六
七
・
七
七
一
條
の
訴
も

qβ

爵
酸
9
q
寄
詳
の
宣
言
を
求
め
る
請
求
穫
を
基
礎
と
せ
ず
、
訴
訟
物
は
實
髄
椹
よ
り
生
じ
る
實
饅
私
法
上
の
異
議
構
で
、
形
成
穫
と
し
て
相

手
方
の
一
定
行
爲
へ
の
義
務
を
褒
生
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
從
つ
て
當
事
者
の
執
行
行
爲
が
國
家
に
封
し
て
存
在
す
る
穫
利
の
行
使
で
あ
つ

て
適
法
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
正
し
く
な
い
。
不
當
執
行
の
場
合
、
假
り
に
當
事
者
の
執
行
行
爲
が
國
家
に
封
し
て
そ
れ
が
違
法
た
り
得
な
い
と

い
う
こ
と
か
ら
違
法
行
爲
と
し
て
の
み
評
債
さ
れ
う
る
と
し
よ
う
。
し
か
し
當
事
者
の
執
行
行
爲
が
そ
も
そ
も
實
艦
的
法
律
關
係
に
闘
し
な
い
の

で
あ
る
か
ら
ー
國
家
に
封
す
る
執
行
法
上
の
行
爲
と
し
て
の
み
み
ら
れ
る
か
ら
L
實
艦
法
的
評
偵
と
い
う
黙
よ
り
み
れ
ば
、
そ
れ
は
無
便

　
　
　
不
當
執
行
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
（
七
〇
三
）



　
　
　
不
嘗
執
行
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
（
七
Q
四
）

値
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
．
更
に
こ
の
黙
と
の
關
係
で
、
訴
訟
行
爲
に
闘
す
る
評
便
基
準
が
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
訴
訟
行
爲
に
つ
い

て
は
元
來
蓮
法
・
違
法
（
話
＆
富
目
離
田
茜
a
・
器
畠
富
証
轟
財
茜
）
と
い
う
評
便
は
成
立
せ
ず
、
こ
れ
と
封
慮
す
る
評
償
と
し
て
適
法
．
不
適
法
（
竪
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

属
濫
だ
亀
・
‘
欝
蝦
減
器
凶
騎
）
の
評
償
が
與
え
ら
れ
る
．
そ
の
救
濟
は
訴
訟
法
上
の
手
段
に
よ
つ
て
の
み
な
さ
れ
る
。
當
該
行
爲
に
つ
き
そ
れ
を
こ
え

る
評
債
は
訴
訟
法
上
の
評
慣
で
は
な
い
。
0
9
密
9
巨
酔
に
よ
れ
ば
、
當
事
者
の
國
家
に
封
す
る
法
的
地
位
の
特
質
か
ら
ー
他
者
の
ぎ
ま
昌

自
己
の
ご
雰
臨
窪
と
結
び
つ
か
な
い
訴
訟
上
の
意
味
に
お
け
る
権
利
の
特
質
よ
り
ー
二
つ
の
認
識
邸
ち
第
一
に
こ
の
槽
利
は
侵
害
せ
ら
れ
得
な

い
こ
と
、
第
二
に
そ
の
承
認
が
訴
訟
法
上
適
法
又
は
違
法
と
到
断
せ
ら
れ
得
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
衣
の
三
つ
の
結
論

が
齢
結
さ
れ
る
。
第
一
に
當
事
者
の
不
當
執
行
行
爲
（
琶
鴫
露
9
冒
需
o
昌
骨
8
H
＜
o
冒
謹
。
筈
葦
撃
冨
窪
害
）
は
訴
訟
上
の
可
能
性
の
到
断
と
し
て
適

法
（
讐
一
蓄
鐸
）
で
あ
る
が
、
實
饅
権
を
侵
害
す
る
と
い
う
意
・
昧
で
違
法
で
あ
る
。
適
法
（
鋸
賑
詔
蕎
）
と
違
法
（
話
魯
馨
一
脅
蒔
）
と
い
う
二
つ
の
評

償
は
矛
盾
し
な
い
．
訴
訟
法
上
の
意
味
に
お
け
る
権
利
が
自
己
の
U
弩
瀞
β
と
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
が
違
法
性
を
排
除
す
る
も

の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
國
家
の
不
當
執
行
行
爲
（
巨
繋
屋
島
窪
窪
言
讐
o
＜
o
富
霞
o
。
喜
夷
。
蘇
ま
撃
婁
）
は
國
家
槽
力
の
適
法
な
行
使
と
し
て
詐

さ
れ
、
こ
れ
に
封
し
て
實
盟
法
的
評
榎
は
な
さ
れ
な
い
。
國
家
は
そ
の
槽
力
（
冨
。
騨
臣
幕
）
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
る
。
第
三
に
、
執
行
虜
分

は
從
つ
て
國
家
の
執
行
慶
分
の
結
果
と
し
て
は
適
法
（
器
遙
器
蒔
）
、
債
権
者
の
執
行
行
爲
の
結
果
と
し
て
は
適
法
（
弩
感
鼠
鴫
）
で
あ
る
と
同
時
に
、

逡
法
（
H
9
冒
毬
訊
牙
貫
）
で
も
あ
る
。
從
つ
て
債
務
者
叉
は
第
三
者
は
執
行
行
爲
に
封
し
て
正
當
防
衛
椹
を
も
た
な
い
。
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
訴
訟
上
の
構
利
の
総
て
が
果
し
て
他
人
の
凹
o
一
一
曾
と
結
び
つ
か
ず
、
更
に
自
己
の
U
麟
篠
窪
と
も
結
び
つ
か
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
執
行

舗
求
穫
の
如
き
は
國
家
の
執
行
機
關
の
ぎ
詳
昌
及
び
自
己
の
執
行
法
上
の
b
曽
牒
雷
と
結
ぴ
つ
く
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
否

定
す
る
彼
の
見
解
は
、
當
爲
と
訴
訟
上
の
穫
利
侵
害
の
取
扱
い
乃
至
穫
利
の
保
護
の
問
題
と
を
不
當
に
混
同
し
て
い
る
も
の
と
評
せ
ざ
る
を
得
な

い
．
例
え
ば
執
行
吏
が
不
當
に
執
行
委
任
を
拒
絶
し
た
た
め
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
國
家
賠
償
法
に
基
づ
き
債
穫
者
は
執
行
吏
に
損
害
賠
償
を
講

求
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
訴
訟
手
績
上
の
救
濟
と
し
て
は
執
行
方
法
に
關
す
る
異
議
に
よ
る
他
は
な
い
が
、
實
饅
的
に
損
害
賠
償
講
求
槽
が
成



立
す
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
執
行
吏
の
受
任
義
務
を
前
提
と
し
な
け
れ
ぽ
考
え
ら
れ
な
い
。
訴
訟
手
綾
上
の
評
償
と
し
て
適
法
（
昌
蓼
蒔
）
・
不

適
法
（
q
ロ
国
艮
働
器
蒔
）
を
基
準
と
す
る
こ
と
は
訴
訟
法
上
の
穂
利
の
椹
利
性
肯
定
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
亦
私
の
よ
う
に
實
髄
法
・
訴
訟

法
二
元
観
の
立
場
か
ら
二
重
評
便
の
可
能
性
を
肯
定
し
、
且
つ
訴
訟
手
綾
上
違
法
（
3
魯
班
設
号
蒔
）
な
る
評
贋
基
準
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
み
れ

ぽ
ー
こ
の
黙
で
は
田
9
ゲ
霞
向
謎
o
冨
旨
寓
も
同
説
で
あ
る
が
f
槽
利
が
U
牙
岳
昌
と
結
び
つ
か
な
い
が
故
に
違
法
性
を
排
除
す
る
も
の
で

は
な
い
と
す
る
黙
は
一
饅
い
か
な
る
役
割
を
果
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
権
利
侵
害
の
訴
訟
法
上
の
違
法
性
を
論
詮
す
る
た
め
に
冒
臨
露
と
結
び
つ

か
な
い
と
い
う
意
味
で
訴
訟
上
の
當
該
穫
利
の
穫
利
性
を
否
定
す
る
な
ら
と
に
か
く
、
訴
訟
手
績
上
の
評
便
と
し
て
の
違
法
の
評
債
を
否
定
す
6

立
場
か
ら
は
、
そ
れ
は
何
の
實
盆
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。
更
に
齋
藤
教
授
は
霊
臼
冨
旨
亀
と
共
に
、
公
構
と
し
て
の
執
行
請
求
槽
を
認
容
す

る
以
上
債
椹
者
が
自
己
の
有
す
る
執
行
講
求
椹
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
債
務
者
に
封
し
て
客
観
的
に
不
法
行
爲
に
な
ら
ぬ
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な

　
　
　
　
　
（
3
）

い
、
と
さ
れ
る
。
蓋
し
二
重
評
便
の
可
能
性
を
否
定
さ
れ
る
が
故
に
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
訴
訟
上
の
椹
利
の
槽
利
性
否
定
論
と
訴
訟
手
績
上

の
適
法
・
不
適
法
の
評
慣
基
準
の
承
認
と
い
う
こ
と
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
賛
成
し
え
な
い
が
、
後
者
は
正
當
で
あ
る
と

　
　
（
4
）

考
え
る
。
Ω
o
匡
豊
ぼ
画
暮
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
か
か
る
債
値
基
準
を
取
上
げ
て
從
來
の
論
争
に
新
生
面
を
開
い
た
こ
と
は
彼
の
一
つ
の
卓
見
で
あ

つ
た
．
そ
し
て
彼
の
見
解
の
今
一
つ
の
長
所
は
、
彼
が
執
行
行
爲
中
に
國
家
の
執
行
行
爲
（
oo
書
窪
。
冨
＜
o
匿
N
9
百
昌
9
響
茜
ぎ
§
と
債
穗
者

の
執
行
途
行
行
爲
（
ぎ
房
浮
8
百
潟
。
磨
冨
珪
菩
）
と
の
二
行
爲
を
分
け
て
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
閂
膝
o
国
O
サ
句
誌
o
冒
o
噌
『
O
鉾
9
●
即
・
O
‘
の
●
㎝
態
o
南
。

　
（
2
）
0
9
駐
号
且
豊
評
R
9
畳
碧
9
騨
欝
鴨
あ
』
8
哺
●

　
（
3
）
　
齋
藤
教
授
、
不
當
執
行
行
爲
の
違
法
性
に
付
て
、
訴
訟
法
學
の
諸
問
題
、
四
三
頁
。

　
（
4
）
　
例
え
ぱ
、
伊
東
敦
授
、
訴
訟
行
爲
の
暇
庇
、
民
訴
講
座
二
巻
、
三
四
二
頁
以
下
、
図
8
0
昌
げ
霞
O
R
暢
ピ
o
冨
ず
漏
o
翻
蝿
卜
島
。
ψ
oo
含
●

不
當
執
行
論

三
一

（
七
〇
五
）



不
嘗
執
行
諭

三
二

（
七
〇
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
違
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
説
（
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
響
留
β
げ
胃
騎
は
次
0
如
く
読
い
て
い
る
。
元
ず
第
一
に
彼
は
訴
訟
行
爲
の
評
贋
基
準
と
し
て
適
法
．
不
適
法
の
鋼
断
の
み
を
認
め
る
に
過
ぎ

な
い
。
邸
ち
講
求
異
議
訴
訟
に
お
い
て
實
饅
的
講
求
穫
の
浩
滅
を
理
由
に
執
行
ぱ
不
適
法
に
な
る
の
で
あ
つ
て
違
法
に
な
る
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
從
來
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
同
一
行
爲
が
同
一
當
事
者
間
で
同
時
に
二
重
の
評
慣
を
う
け
る
と
い
う
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
が
、
不
當
執
行

の
場
．
合
當
該
行
爲
の
違
法
性
を
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
O
o
ま
や
ω
盆
甘
の
主
張
す
る
如
く
、
當
該
執

行
行
爲
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
國
家
・
債
構
者
間
で
は
適
法
（
話
9
誹
目
働
器
㎡
）
、
債
構
者
・
債
務
者
間
で
は
違
法
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
不
當
執
行
の
損
害
賠
償
は
獅
逸
民
法
八
二
三
條
に
よ
る
こ
と
に
な
る
が
、
寄
留
昌
ぎ
蒔
自
身
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

實
憩
穫
の
欠
訣
の
み
を
以
て
し
て
は
不
當
執
行
行
爲
に
違
法
の
到
断
は
勿
論
不
適
法
の
到
断
す
ら
加
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
賠
償
責

任
は
猫
逸
民
法
八
二
六
條
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
碧
8
霞
ぎ
縄
の
見
解
は
衣
の
諸
黙
で
間
題
が
あ
る
。
第
一
に
、
同
一
當
事
者
間
に
お
け
る
同
一
一
個
の
行
爲
は
二
重
の
評
憤
を
う
け
な

い
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
執
行
行
爲
は
形
式
的
に
は
同
一
當
事
者
間
の
同
二
個
の
行
爲
で
あ
る
が
、
實
質
的
に
は
異
つ
た
當
事
者
間
の
二
つ
の

異
つ
た
意
味
を
も
つ
行
爲
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
異
つ
た
當
事
者
間
の
異
つ
た
二
つ
の
行
爲
が
相
互
に
密
接
に
關
蓮
し
て
、
そ
の
結
果
評
便
が
統

一
さ
れ
る
か
否
か
は
實
は
、
執
行
制
度
の
目
的
乃
至
は
執
行
請
求
槽
論
奈
何
に
懸
る
問
題
で
あ
る
。
坊
8
露
冨
彪
は
行
爲
の
實
質
的
分
析
を
歓

い
て
い
る
。
現
に
彼
の
見
解
は
、
結
局
不
當
執
行
行
爲
に
つ
き
、
債
権
者
・
債
務
者
間
の
間
題
と
し
て
、
實
髄
的
評
慣
を
與
え
て
い
る
。
彼
の
命

題
を
裏
返
え
せ
ば
、
同
一
一
個
の
行
爲
で
あ
つ
て
も
異
つ
た
當
事
者
間
に
お
い
て
は
異
つ
た
評
債
が
可
能
な
こ
と
に
な
る
。
同
一
一
個
の
不
當
執

行
行
爲
で
あ
つ
て
も
、
債
穫
者
・
債
務
者
封
國
家
間
で
は
そ
れ
が
訴
訟
法
上
適
法
（
呂
一
器
切
茜
）
、
債
穫
者
封
債
務
者
間
に
お
い
て
は
そ
れ
が
實
艦

法
上
違
法
（
婦
8
ぼ
琶
島
匡
o
喩
）
と
い
う
評
贋
が
成
立
ち
う
る
こ
と
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
不
當
執
行
行
爲
も
訴
訟
法
上
は
適
法



（
鍔
観
聲
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
實
饅
法
上
適
法
（
冨
9
誹
臼
班
・
茜
）
の
評
慣
を
う
け
る
。
從
つ
て
凋
民
法
八
二
三
條
の
適
用
を
う
け
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
同
條
に
い
わ
ゆ
る
違
法
（
器
＆
毬
髭
牙
蒔
）
は
「
特
別
な
違
法
」
（
o
甘
o
冨
器
旨
霞
。
響
魯
宏
琶
身
㎡
ざ
§
を
意
味
し
、
不
法
行
爲
一
般

に
必
要
と
さ
れ
る
一
般
的
違
法
性
を
意
味
し
鶴
児
。
八
二
六
條
の
良
俗
違
反
（
㎎
農
窪
岳
o
吟
9
露
曽
言
霞
）
は
後
者
の
一
態
様
で
あ
る
。
從
つ

て
・
智
詔
昌
富
黄
が
八
二
六
條
を
適
用
し
て
損
害
賠
償
責
任
の
嚢
生
を
認
め
る
場
合
、
不
當
執
行
行
爲
に
つ
き
實
髄
法
上
不
法
行
爲
一
般
に
必

要
と
さ
れ
る
一
般
的
違
法
の
鋼
断
を
し
て
い
る
と
い
つ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
は
我
民
法
七
〇
九
條
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
意

味
で
彼
は
結
局
不
當
執
行
行
爲
に
つ
い
て
二
重
評
債
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
見
適
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
読
の
如
く
み
え
な
が
ら
、

結
局
量
覆
窪
し
蚕
雲
上
嚢
与
る
緒
果
髪
つ
て
い
る
・
肇
不
馨
釜
存
る
違
藩
念
姦
く
解
す
る
馨
覆
見
そ

れ
は
適
法
行
爲
に
ょ
る
不
法
行
爲
の
如
く
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
適
法
行
爲
に
よ
る
不
法
行
爲
の
成
立
は
行
使
さ
る
べ
き
甲
権
と
侵
害

さ
る
べ
き
乙
権
と
が
共
に
實
饅
構
の
領
域
に
お
い
て
相
互
に
抵
鰯
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
不
當
執
行
に
お
け
る
執
行
請
求
穫
と
保
護
さ
る
べ
き

債
務
者
の
法
盆
と
は
相
互
に
存
在
の
場
を
異
に
弘
祝
。
前
者
は
執
行
法
上
存
在
す
る
に
反
し
後
者
は
實
禮
法
上
存
在
す
る
。
前
者
は
そ
の
行
使
が

實
髄
法
上
い
か
な
る
評
慣
を
與
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
無
關
係
に
與
え
ら
れ
て
い
る
。
更
に
亦
同
二
個
の
行
爲
で
あ
つ
て
も
異
つ

た
當
事
者
間
に
お
い
て
は
異
つ
た
評
憤
が
與
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
債
櫨
者
債
務
者
封
國
家
の
關
係
と
債
槽
者
封
債
務
者
と
の
關
係
に

お
い
て
不
當
執
行
行
爲
の
評
便
は
異
つ
て
よ
い
筈
で
あ
る
。
從
つ
て
執
行
法
上
適
法
（
竪
墨
器
蒔
）
な
行
爲
は
實
盟
法
上
違
法
（
H
8
冒
響
箆
幅
㎡
）
で

あ
つ
て
も
よ
い
。
そ
れ
が
實
髄
法
上
も
適
法
（
器
魯
審
日
蜜
。
2
蒔
）
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
い
。
蓋
し
元
來
執
行
講
求
椹
は
當
事
者
の
執
行
行

爲
の
執
行
法
上
の
適
法
性
（
浮
観
器
骨
訂
ε
の
み
を
保
詮
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
實
盟
法
上
の
評
債
は
そ
の
關
心
外
の
事
項
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
－
）
　
男
○
ロ
①
目
げ
①
同
碕
暢
四
．
薗
。
0
8
㎝
●
o
o
儀
G
o
．

（
2
）
　
輿
国
o
民
言
ン
00
昌
艮
号
8
騨
・
F
国
3
8
“
露
鐙
場
o
鮮
ψ
一
〇
“
．
彼
は
八
二
六
條
に
つ
き
次
の
如
く
書
い
て
い
る
。
「
此
虎
で
は
特
別
の
違
法
性
は
そ

　
の
他
砂
不
法
行
爲
と
異
り
必
要
と
さ
れ
な
い
。
何
散
な
ら
ば
総
て
の
良
俗
蓮
反
行
爲
は
法
規
が
こ
れ
詮
呈
認
し
な
い
以
上
饒
に
そ
れ
自
身
違
法
な
の
で
あ
る
か

　
　
　
不
當
執
行
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
（
七
〇
七
）



不
當
執
行
論

ゴ
亟

（
七
〇
八
）

　
ら
。
そ
れ
故
に
行
爲
者
は
特
に
違
法
の
認
識
を
諺
開
す
る
必
要
が
な
い
。
」
亦
国
β
昌
8
8
旨
㌣
ピ
o
ご
β
麟
β
F
脆
o
『
三
儀
8
0
辟
℃
一
誤
9
¢
o
o
O
望
は
、
同
條
の
場

合
「
加
害
行
爲
が
違
法
で
あ
る
こ
と
は
必
婆
と
し
な
い
」
と
し
な
が
ら
「
そ
れ
自
髄
違
法
で
は
な
い
加
害
行
爲
は
そ
れ
が
良
俗
違
反
の
加
害
行
爲
と
い
う
要
件
を

　
含
む
が
散
に
違
法
に
な
る
の
か
ど
う
か
は
争
わ
れ
て
い
る
。
O
o
濤
医
器
b
は
反
封
し
て
い
る
が
（
ご
㍉
凶
一
8
騨
o
。
誤
庸
．
）
肯
定
し
て
よ
か
ろ
う
。
成
程
あ
る
行

　
爲
が
賠
償
義
務
を
登
生
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
常
に
當
該
行
爲
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
良
俗
達
反
性
の
散
に
あ

　
る
行
爲
が
賠
償
義
務
を
以
て
威
嚇
さ
れ
て
い
る
場
合
、
獣
示
の
禁
止
が
あ
る
も
の
と
考
え
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
そ
れ
数
良
俗
蓮
反
の
加
害
行
爲
に
封
し
て
正
當
防
衛
が

　
許
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
3
）
　
適
法
行
爲
に
よ
る
不
法
行
爲
と
い
う
考
え
方
の
根
擦
に
つ
き
宋
弘
教
授
は
次
の
如
く
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
末
弘
教
授
、
適
法
行
爲
に
よ
る
「
不
法
行
爲
」
、

　
法
律
時
報
五
巻
七
號
八
頁
以
下
。

　
「
甲
穫
利
の
存
在
が
必
然
乙
椹
利
を
侵
害
す
る
。
而
も
甲
穫
利
の
存
在
を
許
す
こ
と
が
吐
會
経
濟
上
利
盆
多
し
と
し
て
要
求
さ
れ
る
な
ら
ば
、
其
存
在
に
よ
つ
て

　
之
が
必
然
侵
害
さ
れ
る
と
し
て
も
甲
そ
の
も
の
を
禁
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
所
が
甲
の
存
在
を
許
す
と
必
然
乙
が
侵
害
さ
れ
る
か
ら
、
乙
に
は
其
侵
害
に
よ

　
つ
て
蒙
る
べ
き
損
害
の
賠
償
を
與
え
つ
つ
、
荷
甲
の
穫
利
の
存
在
を
許
し
て
爾
者
の
調
節
を
計
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
適
法
行
爲
に
よ
る
損
害
賠
償

　
の
法
理
は
此
所
に
其
理
諭
的
根
採
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
」

　
　
し
か
し
不
當
執
行
は
こ
の
場
合
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
帥
ち
執
行
請
求
権
と
債
務
者
の
侵
害
せ
ら
れ
る
樺
利
は
等
し
く
實
髄
法
の
領
域
次

　
元
に
お
い
て
衝
突
す
る
も
の
で
は
な
い
。
執
行
請
求
権
は
全
く
抽
象
的
に
輿
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
行
使
が
債
務
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
や
否
や
は
全
く
執
行
請

　
求
…
橿
の
關
心
外
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
適
法
行
爲
に
よ
る
不
法
行
爲
と
い
う
場
合
、
二
つ
の
性
質
を
相
互
に
異
に
す
る
ケ
ー
ス
が
例
示
さ
れ
る
。
そ
の
第
一
は
一
見
衝
突
す
る
如
く
見
え
な
が
ら
二
つ

　
の
穫
利
が
そ
の
存
在
の
次
元
を
異
に
す
る
た
め
、
實
は
衝
突
し
て
い
な
い
揚
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宋
弘
教
授
は
前
掲
論
丈
九
頁
に
お
い
て
、
大
正
五
年
五
月
十

　
六
日
の
大
審
院
剣
決
が
、
電
車
會
肚
が
行
政
躍
の
許
可
に
よ
つ
て
爲
し
た
る
架
橋
工
事
に
因
る
漁
業
権
侵
害
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
於
い
て
不
法

　
行
爲
の
成
立
を
否
認
し
た
の
に
封
し
、
シ
ャ
ル
モ
ン
教
授
の
「
か
く
の
如
き
行
政
許
可
は
第
三
の
権
利
の
留
保
の
下
に
於
て
の
み
賦
與
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
る
が

　
故
に
そ
れ
に
よ
つ
て
第
三
者
が
損
害
を
蒙
つ
た
揚
合
に
は
其
賠
償
を
請
求
す
る
を
妨
げ
な
い
」
と
い
う
考
え
方
に
よ
れ
ば
命
令
は
命
令
と
し
て
そ
れ
自
身
有
効
、

　
因
つ
て
登
生
す
べ
き
第
三
者
の
損
害
だ
け
は
之
を
賠
償
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
よ
う
に
考
え
て
、
適
法
行
爲
に
よ
る
損
害
賠
償
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
、
と
い

　
う
。
し
か
し
行
政
許
可
が
第
三
者
の
樫
利
を
侵
害
せ
ざ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
揚
合
の
他
行
政
許
可
は
、
當
事
者
の
行
爲
が
第
三
者
の
穫
利
を
侵
害
す
る
や
否
や

　
は
全
く
無
關
心
と
い
わ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
行
政
許
可
が
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
第
三
者
の
権
利
侵
害
行
爲
が
私
法
上
適
法
行
爲
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
許
可
は
行
欧
法
上
の
問
題
、
穂
利
侵
害
は
私
法
上
の
問
題
で
あ
り
、
全
く
存
在
の
次
元
を
異
に
す
る
。
私
法
上
之
を
み
れ
ぱ
蓮
法
行
爲
に
よ
る
不
法
行
爲
と
み
る



べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
大
正
五
年
十
二
月
二
＋
五
日
大
審
院
剣
決
大
阪
ア
ル
カ
リ
株
式
會
牡
毒
ガ
ス
事
件
は
、
私
法
上
認
め
ら
れ
た
穫
利
の
行
使
が
因

つ
て
生
じ
る
損
害
分
指
な
く
し
て
之
を
な
す
こ
と
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
揚
合
で
あ
る
が
、
之
を
以
て
適
法
行
爲
に
よ
る
不
法
行
爲
と
い
う
に
遽
し
て
い
る
。
不

當
執
行
の
揚
合
は
前
者
で
あ
つ
て
後
者
で
は
な
い
。

七
　
適
法
行
爲
に
墓
づ
く
損
害
賠
償
読
（
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
国
o
跨
富
昆
“
は
不
當
執
行
行
爲
と
い
え
ど
も
適
法
行
爲
で
あ
る
と
い
う
。
彼
は
先
ず
二
重
評
償
の
可
能
性
を
否
定
す
る
。
そ
し
て
法
が
非
絡

局
的
債
務
名
義
に
基
づ
く
執
行
を
認
め
る
以
上
い
か
な
る
場
合
に
も
當
該
執
行
は
適
法
で
あ
つ
て
、
債
務
名
義
叉
は
債
務
名
義
の
執
行
力
が
取
消

さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
も
適
法
で
あ
る
。
か
か
る
見
解
の
み
が
國
家
行
爲
の
穫
威
性
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
反
封
論
に
よ
れ
ば
適
法
に
始

ま
る
多
く
の
執
行
が
違
法
な
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
法
秩
序
の
無
欠
訣
性
（
q
瑳
R
密
詳
冨
彗
と
完
緒
性
（
O
Φ
8
置
8
器
昌
o
§

に
封
す
る
強
い
疑
問
を
起
さ
せ
る
。
も
し
執
行
が
違
法
で
あ
る
な
ら
高
等
裁
鋼
所
の
假
執
行
宣
言
附
到
決
に
基
づ
く
執
行
か
ら
は
、
そ
れ
が
不
當

で
あ
つ
て
も
損
害
賠
償
義
務
が
生
じ
な
い
の
は
何
故
か
（
狗
麹
民
訴
法
七
一
七
條
亙
項
）
読
明
で
き
な
い
。
更
に
、
今
假
り
に
假
執
行
宣
言
附
判
決
が

正
當
で
あ
り
、
そ
れ
を
取
消
す
到
決
が
誤
つ
て
い
る
と
し
よ
う
。
假
り
に
執
行
の
違
法
性
が
損
害
賠
償
の
根
擦
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
既
到
力
の
限

度
内
で
執
行
の
適
法
性
を
主
張
し
損
害
賠
償
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
可
能
な
は
ず
で
あ
る
が
、
實
際
は
か
か
る
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
。
以
上
の

論
擦
か
ら
法
律
が
債
櫨
者
に
咽
定
時
に
お
い
て
取
消
又
は
攣
更
の
可
能
性
あ
る
債
務
名
義
に
基
づ
い
て
執
行
を
な
す
権
限
を
認
め
て
い
る
場
合
、

假
の
債
務
名
義
を
利
屠
す
る
債
構
者
が
債
務
名
義
の
不
完
全
性
よ
り
生
じ
る
危
瞼
を
負
憺
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
始
め
て
正
當
で
あ
り
愛
當
で
あ

る
。
從
つ
て
此
塵
で
問
題
と
な
る
賠
償
責
任
は
法
律
上
の
危
瞼
責
任
（
O
o
建
群
畠
β
冨
喚
ε
農
。
辟
）
で
あ
る
。
こ
の
假
の
債
務
名
義
に
關
す
る
議
論

は
、
絡
局
的
債
務
名
義
に
基
づ
く
不
當
執
行
に
つ
い
て
も
愛
當
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
の
嚢
生
を
法
が
當
初
よ
り
豫
測
し
て
い
た
状
態
の
惹
起
に
よ
り
當
該
執
行
行
爲
が
違
法
に
な
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
つ
て
二
重
評
便
の
可
能

　
　
　
　
不
當
執
行
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
置
　
　
（
七
〇
九
）



　
　
　
　
不
當
執
行
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
（
七
一
〇
y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

性
を
否
定
す
る
勲
に
彼
の
最
大
の
理
論
的
妖
陥
が
あ
る
。
彼
が
具
饅
的
執
行
講
求
櫨
論
を
と
る
こ
と
は
別
稿
に
指
摘
し
た
庭
で
あ
る
が
、
こ
の
基

本
的
立
場
か
ら
は
執
行
行
爲
の
違
法
性
ガ
齢
結
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
彼
の
理
論
に
内
在
的
な
矛
盾
で
あ
る
と
い
、
え
よ
う
。
彼

は
更
に
彼
の
見
解
こ
そ
國
家
行
爲
の
権
威
性
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
、
國
家
行
爲
が
常
に
適
法
で
あ
る
と
い
う
保
謹
は
な
い
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
は
國
家
権
威
思
想
の
無
反
省
な
現
わ
れ
で
し
か
な
い
。
違
法
詮
を
批
難
す
る
た
め
に
援
用
す
る
凋
逸
民
訴
法
七
一
七
條
皿
項
の
規
定
に
し
て

も
、
假
執
行
宣
言
附
到
決
が
正
當
、
そ
れ
を
取
漕
す
到
決
が
誤
つ
て
い
る
場
合
の
例
に
し
て
も
、
本
稿
の
最
初
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
假
の
債
務

名
義
に
ま
る
不
當
執
行
に
基
づ
く
危
瞼
責
任
と
絡
局
的
債
務
名
義
に
よ
る
不
當
執
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
の
無
差
別
的
取
扱
に
起
因
す
る
誤

解
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
七
一
七
條
皿
項
で
冤
除
さ
れ
る
賠
償
責
任
は
危
瞼
責
任
で
あ
つ
て
、
不
法
行
爲
責
任
で
は
な
い
。
假
り
に
そ
う

で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
見
込
な
き
上
告
を
避
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
政
策
的
規
定
で
あ
り
、
か
か
る
要
請
が
優
先
す
る
。
亦
後
の
例
で
は

・
「
既
劃
力
の
限
度
内
で
」
と
い
う
制
限
が
あ
る
以
上
執
行
の
適
法
性
を
主
張
し
て
損
害
賠
償
を
ま
ぬ
が
れ
る
訟
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
－
）
田
置
冨
旨
“
ぎ
房
霞
o
鼻
冒
騎
鴨
ヨ
箪
酔
鐸
卜
日
竃
冨
藍
o
劃
m
．
畠
や

　
（
2
）
　
拙
稿
、
前
掲
論
丈
、
三
四
頁
以
下
。

　
（
3
）
　
彼
の
見
解
は
ナ
チ
ス
時
代
の
全
饒
主
義
的
執
行
法
理
論
で
あ
り
、
國
家
中
心
的
要
素
が
強
い
こ
と
中
田
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
中
田
教
授
、
執

　
　
行
行
爲
の
毅
漉
、
民
訴
講
座
四
巻
、
一
〇
二
五
頁
。

八
　
適
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
読
（
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
齋
藤
教
授
は
執
行
講
求
槽
論
に
お
い
て
ロ
：
ゼ
ン
ベ
ル
グ
の
抽
象
的
執
行
請
求
穫
論
に
賛
意
を
表
さ
れ
、
次
の
如
く
主
張
さ
れ
る
。
先
ず
、
法

律
上
許
さ
れ
た
行
爲
な
る
が
故
に
、
後
に
債
務
名
義
が
取
消
さ
る
る
と
も
執
行
行
爲
は
違
法
と
な
る
こ
と
な
く
、
適
法
行
爲
に
よ
る
損
害
賠
償
理

論
へ
の
努
力
も
看
過
し
え
な
い
。
次
に
執
行
行
爲
を
国
‘
駐
昏
臼
向
溶
3
Φ
昌
9
が
主
張
す
る
と
同
様
に
、
國
家
の
執
行
行
爲
と
債
穫
者
の
執
行
行



爲
と
に
分
け
、
不
當
執
行
に
お
い
て
は
、
前
者
が
適
法
な
る
こ
と
論
を
待
た
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
法
律
上
詐
さ
れ
た
行
爲
で
あ
る

が
故
に
債
務
名
義
が
後
に
取
漕
又
は
攣
更
さ
れ
て
も
攣
じ
て
違
法
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
帥
ち
行
爲
は
そ
の
行
爲
時
に
評
便
が
確
定
し
叉
は
確
定

し
う
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
遡
及
的
違
法
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
損
害
賠
償
義
務
が
違
法
行
爲
の
み
ょ
り
生
じ
る
と
す
る
理
論
は
、
狭
い
ロ

ー
マ
法
概
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
客
観
的
違
法
侵
害
と
過
責
の
二
要
素
を
畢
げ
る
の
は
ゲ
マ
イ
ネ
ス
レ
ヒ
ト
か
ら
の
不
法
行
爲
概
念
に
過
ぎ

な
い
。
實
定
法
上
も
適
法
行
爲
に
よ
る
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
適
法
行
爲
は
法
律
上
の
意
味
に
お
け
る
損
害
を
惹
起
し

得
ず
と
い
う
理
論
は
正
嘗
で
は
な
い
。
以
上
の
如
く
読
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
教
授
が
不
當
執
行
を
論
じ
る
に
際
し
、
評
便
の
封
象
の
確
定
の
間
題
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
田
留
富
サ
巽
9
冨
旨
亀
と
共
に
、
執
行
行
爲
を
國

家
の
執
行
行
爲
と
債
槽
者
の
執
行
行
爲
と
に
分
け
ら
れ
、
問
題
が
後
者
に
つ
い
て
存
す
る
と
さ
れ
た
黙
は
賛
成
で
あ
る
。
間
題
は
ま
さ
に
後
者
の

評
債
の
勲
に
存
す
る
。
こ
の
黙
で
、
一
方
で
抽
象
的
執
行
講
求
槽
読
を
と
り
つ
つ
、
他
方
二
重
評
債
の
可
能
性
を
否
定
さ
れ
る
結
果
と
な
つ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
矛
盾
で
は
な
い
か
。
成
程
債
構
者
の
執
行
行
爲
は
法
律
上
許
さ
れ
て
は
い
る
が
、
抽
象
読
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
執
行
法
上
の
問
題
で

あ
つ
て
、
こ
れ
に
加
え
ら
れ
る
實
艦
法
上
の
評
慣
は
全
く
別
に
な
さ
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
更
に
こ
の
種
の
責
任
を
適
法
行
爲
に
基
づ
く
補
償

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

責
任
と
読
く
見
解
に
封
す
る
象
子
教
授
の
批
到
も
亦
注
目
に
値
す
る
。
帥
ち
、
「
例
え
ば
、
相
隣
關
係
で
相
手
方
に
生
じ
る
損
失
を
沸
え
ば
隣
地

を
利
用
で
き
る
場
合
は
、
侵
害
と
補
償
と
は
同
一
亭
面
で
評
債
さ
れ
る
封
債
關
係
に
あ
る
の
に
封
し
、
こ
の
場
合
は
早
期
執
行
と
い
う
技
術
的
な

適
法
性
に
ょ
つ
て
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
法
の
欲
し
な
い
欺
態
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
か
一
種
の
不
法
行
爲

責
任
と
認
め
る
の
が
相
當
で
あ
る
。
」

　
（
1
）
　
齊
藤
教
授
、
前
掲
論
丈
、
六
四
頁
以
下
。

　
（
2
）
　
兼
子
教
授
、
強
制
執
行
請
求
横
、
民
訴
法
講
座
四
巻
、
九
九
五
頁
。

不
嘗
執
行
論

三
七

（
七
一
一
）



不
嘗
執
行
論

三
八

（
七
一
二
）

九
　
結

論

　
以
上
論
じ
た
塵
を
此
塵
に
要
約
し
て
み
よ
う
。
①
不
當
執
行
に
お
い
て
も
國
家
の
執
行
行
爲
（
＜
o
房
霞
o
身
9
鴨
感
監
喚
o
§
は
適
法
（
器
観
甕
O
q
）

で
あ
る
。
客
観
的
に
存
在
す
る
實
盟
上
の
穫
利
の
現
實
的
形
成
と
い
う
執
行
の
目
的
よ
り
す
れ
ば
そ
れ
は
本
來
不
適
法
（
昌
匿
偉
睡
田
蒔
）
な
も
の
で

あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
債
務
名
義
に
お
け
る
穫
利
を
存
在
す
る
も
の
と
し
て
取
扱
わ
ざ
る
を
得
な
い
手
績
上
の
要
請
、
債
務
名
義
の
實
質
的
審
査

櫨
を
執
行
機
關
に
與
え
る
こ
と
の
不
適
當
性
、
執
行
法
に
お
け
る
當
事
者
主
義
等
の
諸
原
理
を
探
用
し
抽
象
的
執
行
請
求
穫
を
認
め
る
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

ら
、
そ
れ
が
適
法
な
も
の
と
さ
れ
る
。
⑧
不
當
執
行
に
お
け
る
當
事
者
の
執
行
途
行
行
爲
（
＜
o
房
㌶
o
魯
冒
鴨
言
言
一
〇
び
）
は
執
行
法
上
適
法
．
（
讐
匡
甲

馳
茸
）
で
あ
る
と
同
時
に
實
饅
法
上
違
法
（
器
畠
審
三
牙
蒔
）
で
あ
る
。
執
行
法
上
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
①
参
照
。
③
從
つ
て
不
當
執
行
に
基
づ
く

損
害
賠
償
は
違
法
行
爲
に
因
る
損
害
賠
償
で
あ
つ
て
、
猫
民
法
上
も
開
o
留
昌
富
眞
の
主
張
す
る
如
く
八
二
六
條
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
八
こ

三
條
に
基
づ
く
。
㈲
從
っ
て
そ
れ
を
假
の
債
務
名
義
に
基
づ
く
不
當
執
行
に
お
け
る
損
害
賠
償
責
任
と
同
硯
す
る
こ
と
は
姜
當
性
を
欲
く
。

　
兼
子
激
授
は
別
稿
に
述
べ
た
如
く
固
有
の
執
行
講
求
椹
読
よ
り
出
嚢
さ
れ
、
二
重
評
債
の
可
能
性
を
肯
定
さ
れ
、
不
當
執
行
行
爲
は
執
行
法
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

適
法
、
實
饅
法
上
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
、
違
法
行
爲
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
の
焚
生
を
認
め
ら
れ
る
。
私
見
と
異
る
顯
は
次
の
三
黙
で
あ
る
。

第
一
に
出
嚢
勲
た
る
執
行
講
求
椹
読
に
お
い
て
私
は
抽
象
的
執
行
権
読
を
と
る
。
第
二
に
執
行
行
爲
中
に
國
家
の
そ
れ
と
債
穫
者
の
そ
れ
と
を
匠

別
す
る
。
教
授
の
所
謂
「
執
行
法
上
適
法
、
實
鰻
法
上
違
法
」
の
評
慣
は
後
看
に
つ
い
て
成
立
つ
。
第
三
に
執
行
法
上
の
「
適
法
』
が
国
昆
班
臨
瞬

を
意
味
す
る
な
ら
ば
問
題
は
な
い
が
、
3
魯
富
目
魑
駿
碍
を
意
味
す
る
な
ら
、
こ
の
黙
問
題
が
あ
る
。

　
（
1
）
　
廉
子
致
喪
、
強
制
執
行
法
、
一
四
五
頁
以
下
。


